
 

別表（第９条関係） 

基本給 
職種 職務内容 職  名 雇用契約期間

日給 時間給 

１期目 7,200 円 900 円 

２期目 7,600 円 950 円 事務系 事務補助業務一般 事務補佐員，研究支援推進員（COE を含む。）

３期目 別に定める 別に定める 

１期目 7,200 円 900 円 

２期目 7,600 円 950 円 
研究補助・技術補助業

務 
技術補佐員，研究支援推進員（COE を含む。）

３期目 別に定める 別に定める 

ティーチング・アシスタント 
（修士課程又は博士前期課程在籍者） 
 

  1,100 円 
学生に対する実験，実
習，演習等の教育補助
業務及び研究プロジ
ェクト等における研
究補助業務 

ティーチング・アシスタント及びリサー
チ・アシスタント 
（博士課程（博士前期課程を除く。）在籍者）

  1,300 円 

１期目 10,400 円 1,300 円 

２期目 10,960 円 1,370 円 教務補助業務等 教務補佐員 

３期目 別に定める 別に定める 

１期目 13,600 円 1,700 円 

２期目 14,320 円 1,790 円 

教育・研究系 

研究業務等 研究員 

３期目 別に定める 別に定める 

１期目 8,800 円 1,100 円 

２期目 9,280 円 1,160 円 

医療技術職補助業務

（薬剤師等） 

＜看護職業務以外＞ 

技術補佐員 

３期目 別に定める 別に定める 

１期目 8,800 円 1,100 円 

２期目 9,280 円 1,160 円 

医療系 

看護職補助業務（看護

師等） 技術補佐員 

３期目 別に定める 別に定める 



１期目 10,800 円 1,350 円 

２期目 11,360 円 1,420 円 

技術補佐員（認定看護師の資格取得者又は

これに準ずる者（看護師免許を取得した時

以後の通算実務経験を６年以上有する者

で，社団法人日本看護協会（以下「看護協

会」という。）が特定する認定看護分野のう

ちいずれかの分野における通算実務経験を

３年以上有するものに限る。）） 
３期目 別に定める 別に定める 

１期目 12,800 円 1,600 円 

２期目 13,520 円 1,690 円 

技術補佐員（専門看護師の資格取得者又は

これに準ずる者（看護師免許を取得した時

以後の通算実務経験を 15 年以上有する者

で，看護協会が特定する専門看護分野又は

認定看護分野のうちいずれかの分野におけ

る通算実務経験を５年以上有するものに限

る。）） 
３期目 別に定める 別に定める 

医師・歯科医師業務等

＜臨床研修を含む。＞
研修医  9,075 円  

１期目 7,200 円 900 円 

２期目 7,600 円 950 円 技能系 技能業務一般 技能補佐員，臨時用務員 

３期目 別に定める 別に定める 

活性化系 
コーディネーター業

務 
コーディネーター  

その都度 

別に定める 

その都度 

別に定める 

備考 

１ この表の雇用契約期間欄，日給欄及び時間給欄の空欄については，それぞれ当該欄の適用がないものである。 

２ この表の雇用契約期間欄中「１期目」とは，非常勤職員就業規則第９条第２項第２号及び第３項第２号に規定する非常勤職員

にあっては，当初の雇用開始の日から５年間までの雇用契約期間を，非常勤職員就業規則第９条第２項第３号に規定する非常勤

職員にあっては当初の雇用開始の日から３年間までの雇用契約期間をいう。 



３ この表の雇用契約期間欄中「２期目」とは，非常勤職員就業規則第９条第２項第２号及び第３項第２号に規定する非常勤職員

にあっては，当初の雇用開始の日からの継続勤務期間が５年経過した日から５年間までの雇用契約期間を，非常勤職員就業規則

第９条第２項第３号に規定する非常勤職員にあっては，当初の雇用開始の日からの継続勤務期間が３年経過した日から３年間ま

での雇用契約期間をいう。 

４ この表の雇用契約期間欄中「３期目」とは，非常勤職員就業規則第９条第２項第２号及び第３項第２号に規定する非常勤職員

にあっては，当初の雇用開始の日からの継続勤務期間が10年経過した日からの雇用契約期間を，非常勤職員就業規則第９条第２

項第３号に規定する非常勤職員にあっては，当初の雇用開始の日からの継続勤務期間が６年経過した日からの雇用契約期間をい

う。 

５ この表の日給欄及び時間給欄中「別に定める」とは学長が別に定める額を，「その都度別に定める」とは非常勤職員の職責及び

能力に応じて学長がその都度決定する額をいう。 

６ 第 10 条に定める者については，日給により基本給が定められている者はこの表に定める日給に 320 円を，時間給により基本給

が定められている者は同表に定める時間給に 40 円を加算できるものとする。 


